
 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室とは・・・ 

 放課後や週末等に、地域住民の参画・協力を得て、小学校の余裕教室等を活用し、安全・安心

な子どもたちの居場所を設ける事業を実施し、子どもの体験・交流活動等の活性化を図り、地域

社会全体で子どもの創造性、自主性、協調性を養い、豊かな成長を育むコミュニティづくりを推進

することを目的とした、市主体の委託事業です。 

郡小放課後子ども教室は… 

○実施日・・・給食のある日の放課後午後５時まで毎日やっています。 

○実施場所・・・主にプレイルーム・運動場・体育館・和室・理科室を使用しています。 

○スタッフ・・・地域ボランティアで構成された約 30名が曜日毎に担当しています。  

 

○主な内容と流れ  

① 授業が終わったら、プレイルームへ行き、スタッフへ参加カードを提出します。 

② 参加用の名札を着用します。 

③ プレイルーム（低学年）・和室、理科室（高学年）に分かれて宿題をします。 

（宿題を放課後でする・しないはご家庭でご判断ください。学校了承済） 

④ 体育館や運動場へ行き、自由に遊びます。（スタッフは各場所で見守り等をしています。） 

⑤ 終了時間になりましたら、名札の返却、参加カードを持って帰ります。 

 

○その他の活動内容 

 囲碁講座・・・毎週水曜日実施。低学年は午後３時～３時４５分、高学年は午後４時～４時４５分。 

 茶摘み体験・・・４月下旬頃。郡小学校周辺で育てたお茶の葉を摘み、お茶づくりをします。 

 凧揚げ・・・１月の冬休み中の内１日。凧づくりをして、校庭で揚げます。  

  

   

   

次ページへ 

郡小放課後子ども教室 
地域の子どもは地域で育てよう！ 



○活動の様子（子どもたちは、のびのび過ごしています） 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

  

・保護者のみなさまへ（必ずご一読お願いします。）  

 何か問い合わせ等あった場合は学校ではなく、放課後子ども教室（０８０－６１７７－３８４１）にお願

いします。 

 参加カードの記入（氏名も）は全て、保護者の方でお願いします。また必ずお子様に持たせてください。

ケガや事故等あった場合、参加カードが保険適応の証明となります。 

 持ち物には全て学年・名前の記入をお願いします。忘れものがあった場合、対応が難しくなります。 

 

○Q＆A（こんな時は・・・） 

 

Q１．放課後子ども教室に参加（登録）するのに、費用はかかりますか？ 

A１．必要ありません。ただ、特別な行事等（参加希望制）で、必要な場合（材料費）があります。 

 

Q２．放課後子ども教室と学童保育室の違いは？ 

A２．放課後子ども教室は上記のある通り、地域住民の方で構成されたボランティアとしての活動です。学

童保育室は、市の任期付短時間勤務職員や必要に応じて臨時職員を別途配置して活動しており、費用負

担が必要です。また学童保育室に入っていても、放課後子ども教室への参加は可能です。学童保育につ

いては、学童保育課（072-620-1801）へお問い合わせください。  

 

Q３．放課後子ども教室は午後５時までとなっていますが、時間を早めて下校させてもいいですか？ 

A３．早く下校する場合は、安全管理上午後４時のみとします。参加カードに下校時間を記入していただき

ますよう、よろしくお願いします。 

 

Q４．下校方法は？ 

A４．低学年（１年～３年）は出来るだけお迎えをお願いします。高学年（４年～６年）は各地区ごとにかたま

って下校してもらっています。 


